
福祉・介護関連団体（社会福祉協議会、地域包括支援センター等）の職員や民生児童委員な

ど、日頃高齢者等と関わりのある活動をされている方に、消費者被害やその対処方法などに

関する講座を無料で実施します。

行事や勉強会、研修等の一コマとして、是非ご活用ください。

消費生活講座の

ご案内

見守り活動者対象

～高齢者等を消費者被害から守るために～

京都府南丹広域振興局 農商工連携・推進課
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ホームページ：https://www.pref.kyoto.jp/nantan/no-shoko/syohiseikatu.html

お問い合わせ・申し込み

内 容
高齢者や要配慮者に多い消費者トラブルと見守りのポイント
最近の相談事例と対処法 等

対 象 福祉・介護等、地域で日常的に高齢者等と関わりのある活動をしている方

申込方法

ご希望の内容・日程等を記載いただき、「消費生活出前講座申込書」を提出ください。
（お早めにご提出ください。原則、希望日の6週間前までにお願いします）

申込書様式等
https://www.pref.kyoto.jp/nantan/noｰshoko/documents/moshikomisho.docx

実施場所 亀岡市、南丹市、京丹波町（主催者において会場をご準備ください）

派遣講師 消費生活相談員（南丹広域振興局）

実施方法 講義、グループワーク、動画講座（YouTube動画）など応相談

時 間 30分～90分程度（応相談）

講 師 料 講師の謝礼や旅費は、必要ありません。

注意事項
・日時、内容、講師等については、ご希望に添えない場合があります。 また、土日祝
日、夜間の講座には、対応できない可能性がありますので、事前にご相談ください。



☆ 社会福祉協議会様の定例会の研修で講座をさせていただきました （講師：消費生活相談員）

※ 講座内容（一例／抜粋）

見守り活動者対象
消費生活講座

令和６年度
実施

インターネット講座（見守り活動者を対象とした消費生活講座動画）
「高齢者を消費者被害から守るために～見守りのポイントと最新情報～」
https://www.pref.kyoto.jp/shohikyoiku/index.html


	スライド 1
	スライド 2

